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１．「生涯活躍のまち形成支援チーム」による支援  

◎「生涯活躍のまち」の実現に向けた地方公共団体の取組が一層円滑に進められるよう、

既存制度上の課題や隘路、関係施策が連携した支援策の在り方等について検討し、構想

に関する事業の具体化に向けた取組の普及・横展開を図るため、平成 28 年３月 11 日に

内閣官房において「生涯活躍のまち形成支援チーム」を立ち上げ、関係省庁が連携して

積極的な支援を行うこととしています。 

◎その中において、テーマに合わせて有識者や事業者も参画しながら議論を行うとともに、

地域におけるニーズや課題を踏まえ、必要に応じ、「生涯活躍のまち」の実現・普及に向

けた更なる政策支援等につなげていくこととしています。 

◎また、「地域再生法の一部を改正する法律」の成立・施行（平成 28 年４月 20 日）の後、

地域再生計画（生涯活躍のまち形成事業関係）の認定が進んできた状況を踏まえ、同認

定を受けた自治体について、当該自治体の意向を確認の上、「生涯活躍のまち形成支援チ

ーム」における対象団体として追加することとしています。 

図：生涯活躍のまち形成支援チームのイメージ 

 
（参考） 
・生涯活躍のまち形成支援チームにおける対象自治体の取組事例集 

（ 6TUhttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/about/ccrc/180401ccrc_jireisyu.pdfU6T ） 

 

 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/about/ccrc/180401ccrc_jireisyu.pdf
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２．「生涯活躍のまち」に関する取組の参考となる資料一覧 

◎「生涯活躍のまち」の実現に向けた地方公共団体の取組が一層円滑に進められるよう、

参考となる資料を下記のとおりお示ししております。これらを必要に応じて参照いただ

き、取組を推進する際の参考としていただければと思います。 

Ⅰ 「生涯活躍のまち」に関する情報 

・「生涯活躍のまち」の新着情報 

「生涯活躍のまち」に関する最新の動向についてお知らせしております。 

・「生涯活躍のまち」構想（最終報告） 

日本版 CCRC構想有識者会議において、「生涯活躍のまち（日本版 CCRC）」構想の基本

的考え方や制度化の方向性などについて、とりまとめたものです。 

（6Thttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/ccrc/h27-12-11-saisyu.pdf6T） 

・「生涯活躍のまち」構想の具体化に向けたマニュアル 

「生涯活躍のまち」推進のプロセス、「生涯活躍のまち」推進に求められる人材の育

成、自立的・継続的に事業を進めるためのビジネスモデル等をまとめております。 

（6Thttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/about/ccrc/hyousi.pdf6T） 

・その他 

上記にお示した情報のほか、「生涯活躍のまち」に関する関係省庁等の支援施策集

や、地域再生計画や地方創生関係交付金の活用状況、生涯活躍のまちに関する各地域

の意向等調査結果、生涯活躍のまち形成支援チーム対象自治体の取組状況等が、内閣

官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 HPにてご覧いただけます。 

（6Thttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/about/ccrc/6T） 

Ⅱ その他、「生涯活躍のまち」推進の参考となる情報 

・地方創生事業実施のためのガイドライン・事例集 

地方創生推進交付金を活用した事業に取り組むにあたり、今後の新たな事業の企

画・立案や、実施中の事業の効果検証・改善等をまとめた「地方創生事業実施のため

のガイドライン」や、地方創生関係交付金（加速化交付金、推進交付金）を活用して

地方公共団体が実施した事業を対象に、事業概要や KPIに対する考え方、取り組む上

での留意点等をまとめた「地方創生関係交付金の活用事例集」をお示ししております。 

（ 6Thttps://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/about/kouhukin/jirei_index.html6T） 

・地方創生カレッジ 

地方創生の本格的な事業展開に必要な人材を育成・確保するため、実践的な知識を

e ラーニング講座で提供するほか、必要に応じて実地研修も効果的に取り入れること

で知識やスキルを習得できるようにする取組を行っています。 

（6Thttps://chihousousei-college.jp/6T） 

・生涯活躍のまち移住促進センター 

平成 28年２月に一般社団法人化した「生涯活躍のまち推進協議会」の運営する「生

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/ccrc/h27-12-11-saisyu.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/about/ccrc/hyousi.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/about/ccrc/
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/about/kouhukin/jirei_index.html
https://chihousousei-college.jp/
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涯活躍のまち移住促進センター」において、移住に関する情報のほか、生涯活躍のま

ちに取り組む地方公共団体の最新情報を提供しております。 

（6Thttp://iju-center.jp/6T） 

 
  

http://iju-center.jp/
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３．地域再生法（生涯活躍のまち関係部分）の解説  

◎「生涯活躍のまち」の推進を図るため、平成 28 年の地域再生法の改正により、地域再生

計画に「生涯活躍のまち」を形成するための枠組が構築され、認定を受けた地域再生計

画に基づく取組に対して、事業者の手続を簡素化する特例措置が講じられることになり

ました。 

◎この節では、「生涯活躍のまち」に関する改正地域再生法の内容とともに、第４章で記載

している地域再生計画と生涯活躍のまち形成事業計画の作成に関する詳細を解説します。 

図：「生涯活躍のまち」に関する改正地域再生法の概要 

 

NPO法人、一般社団法人等
非営利法人、地域再生の推
進を図る活動を行うことを目
的とする会社

地域再生推進法人地域再生基本方針
（閣議決定）

国

地域再生計画（生涯活躍のまち形成事業）
【第５条第４項第10号】

生涯活躍のまち形成事業計画

都道府県・市町村

市町村

記載事項

（４）移住希望者の来訪・滞在の促進のため
の施策

（１）中高年齢者の就業、生涯にわたる学習
活動への参加その他の社会的活動への
参加の推進のための施策

（２）高年齢者に適した住宅の整備のため
の施策

（３）介護サービスの提供体制の確保のた
めの施策

地域再生法の改正：「生涯活躍のまち形成事業」の導入

特例措置

・職業安定法の特例
【第17条の28】

旅館業の許可があっ
たとみなす

都道府県知事への
事前の届出不要
事後に市町村経由で届出

介護事業者の指定
があったとみなす

厚労大臣の許可・
届出不要

・老人福祉法の特例
【第17条の32】

・介護保険法の特例
【第17条の33】

・旅館業法の特例
【第17条の34】

知事
の同意

知事
の同意

地方公共団体の株式会社へ
の３％出資要件廃止【第19条】

事業計画案の作成・提案
【第17条の25～第17条の27】

申請 認定

具体化

お試し居住を行う事業者に関する事項
【第17条の24第４項第８号】

有料老人ホームの整備事業者に関する
事項 【第17条の24第４項第２号】

介護サービス提供事業者に関する事項
【第17条の24第４項第３～７号】

厚労大臣
の同意労働者の募集を行う事業協同組合等に

関する事項 【第17条の24第４項第１号】
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Ⅰ 生涯活躍のまち形成事業に係る地域再生計画の作成について 

地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の

活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組を

国が支援するものです。地方公共団体は、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定

を受けることで、当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、財政や法の特例等

の支援措置を活用することができます。 
平成 28 年の地域再生法改正により、「生涯活躍のまち形成事業」が地域再生計画の中

に位置付けられ、生涯活躍のまち形成事業計画の作成及びそれに基づく法の特例措置が

設けられました。すなわち、①地方公共団体は「生涯活躍のまち形成事業」を盛り込ん

だ地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることができ、②地域再生計画の

認定を受けた市町村は、事業の実施のため、具体的な事業内容等を詳細に定める生涯活

躍のまち形成事業計画を作成することができ、③この事業計画の作成により、法令の特

例措置が利用できることとされています。 
○地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抄） 

（地域再生計画の認定） 
第五条 地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定めると

ころにより、地域再生を図るための計画（以下「地域再生計画」という。）を作成し、内閣総理

大臣の認定を申請することができる。 
２ 地域再生計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。  

二 地域再生を図るために行う事業に関する事項 
４ 第二項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。 

十 生涯活躍のまち形成地域（人口及び地域経済の動向その他の自然的経済的社会的条件から

みて、地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会を形成して中高年齢者の居住を

誘導し、地域の持続的発展を図ることが適当と認められる地域をいう。以下同じ。）において、

中高年齢者の就業、生涯にわたる学習活動への参加その他の社会的活動への参加の推進、高年

齢者に適した生活環境の整備、移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在の促進その他の地

域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会の形成を図るために行う事業（以下「生涯

活躍のまち形成事業」という。）に関する事項 
 

① 生涯活躍のまち形成事業とは 

「生涯活躍のまち形成事業」とは、法第５条第４項第 10 号において、生涯活躍のま

ち形成地域において、中高年齢者の就業、生涯にわたる学習活動への参加その他の社

会的活動への参加の推進、高年齢者に適した生活環境の整備、移住を希望する中高年

齢者の来訪及び滞在の促進その他の地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域

社会の形成を図るために行う事業と定義されています。 
ここでいう、 

ア 中高年齢者の就業、生涯にわたる学習活動への参加その他の社会的活動への参加

の推進、 
イ 高年齢者に適した生活環境の整備、 
ウ 移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在の促進 
の３つは、「地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会の形成を図るために

行う事業」の例示であり、これ以外の施策もこの「地域住民が生涯にわたり活躍でき
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る魅力ある地域社会の形成を図るために行う事業」に当てはまるものであれば、生涯

活躍のまち形成事業として、地域再生計画に記載することができます。 

② 生涯活躍のまち形成地域とは 

「生涯活躍のまち形成地域」とは、この生涯活躍のまち形成事業を行う地域をいい、

事業を実施する地方公共団体が、人口及び地域経済の動向その他の自然的経済的社会

的条件からみて、上記のような生涯活躍のまち形成事業を行うことが適当と認めて設

定する地域を指します。すなわち、「生涯活躍のまち」の基本コンセプトを踏まえ、人

口・雇用・サービスの状況等の地域の実情に照らし、各地方公共団体が適当と考える

区域を特定することとなります。例えば、居住に必要なインフラや介護サービスなど

が提供できないような地域については、その区域としてはふさわしくないと考えられ

ます。 
地域再生計画の認定申請の際には、生涯活躍のまち形成地域の具体的な場所が決定

されている必要はありませんが、そのおおむねの区域を表示した縮尺 25,000 分の１以

上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺 5,000 分の１以上の概況図

を添付する必要があります（則第１条第１項第９号）。生涯活躍のまち形成地域の候補

地が複数ある場合はその旨記載の上、当該複数の候補地の地形図及び概況図を添付し

てください。 
○地域再生法施行規則（平成 17 年内閣府令第 53 号）（抄） 
（地域再生計画の認定の申請） 

第一条 地域再生法（以下「法」という。）第五条第一項の規定により認定の申請をしようとす

る地方公共団体（同項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。）は、別記様式第一による

申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 
九 法第五条第四項第十号の事項を記載している場合には、同号に規定する生涯活躍のまち

形成地域のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図及び当該区域の付

近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図 

③ 地域再生計画の作成主体の名称 

生涯活躍のまち形成事業は、コミュニティづくりを行う事業であるため、生涯活躍

のまち形成地域の所在地となる市町村が責任をもって計画を作成する必要があります。

協力して事業を実施する他の市町村と共同で地域再生計画を作成したり、都道府県と

共同で地域再生計画を作成することも可能です（（地域再生基本方針５の３）①ハ）。 
○地域再生基本方針（平成 17 年４月 22 日閣議決定・平成 30 年６月１日一部変更）（抄） 
５ 地域再生計画の認定に関する基本的な事項 
３） 地域再生計画の認定手続 
① 地域再生計画の認定申請に当たっての手続 
ハ 地域再生計画の認定申請を行う主体 

地域再生計画の認定申請を行う主体地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生計

画の認定を申請することができるものとする。 
なお、都道府県及び市町村は、同一の区域を含んだ各々の地域再生計画を作成する場合

には、必要な調整を自主的に行うことを前提とする。 

④ 地域再生計画の記載事項 

地域再生計画には、地域再生計画の名称（則第２条第１項第１号）、地域再生計画の



9 
 

作成主体の名称、地域再生計画の区域（法第５条第２項第１号）、地域再生計画の目標

（法第５条第３項第１号）、地域再生を図るために行う事業に関する事項（法第５条第

２項第２号、則第２条第１項第 12 号）、計画期間（法第５条第２項第３号）、地域再生

計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項（則第２条第１項第２号）を記載する

こととされています。「地域再生を図るために行う事業に関する事項」としては、生涯

活躍のまち形成事業に関する地域再生計画には、生涯活躍のまち形成事業の内容を地

域再生計画に記載してください（則第２条第１項第 12 号）。地域再生計画認定申請マ

ニュアル（総論）第３章の３－２の２）を参照して記載してください。 
○地域再生法施行規則（平成 17 年内閣府令第 53 号）（抄） 
（地域再生計画の記載事項）  

第二条 法第五条第三項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 
十 法第五条第四項第十号の事項を記載する場合には、同号に規定する生涯活躍のまち形成

事業の内容 
生涯活躍のまち形成事業は、中高年齢者が希望に応じて地方や「まちなか」に移り

住み、多世代の地域住民と交流しながら健康でアクティブな生活を送り、必要に応じ

て医療・介護を受けることができるコミュニティづくりを目指すものであり、原則と

して 
ア 中高年齢者の社会的活動への参加の推進に関する取組 
イ 高年齢者に適した住宅の整備に関する取組 
ウ 継続的なケアの提供体制の確保に関する取組 
エ 移住支援に関する取組 
といった施策が行われる必要があります。地域再生計画にはそれぞれに対応する事業

内容を記載することが想定されます。 
また、地域再生計画に記載する生涯活躍のまち形成事業の内容は、地域再生計画の

認定の判断に当たって、当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現

に相当程度寄与するものであると認められることや、円滑かつ確実に実施されると見

込まれるものであることが判断できる程度に具体的である必要があります。例えば、

生涯活躍のまち形成事業の事業主体が決定されている必要はありませんが、事業の主

体が得られる見込みが高いこと、事業の実施スケジュールが明確であることが求めら

れます（（地域再生基本方針５の１）②及び③）。 

○地域再生基本方針（平成 17 年４月 22 日閣議決定・平成 30 年６月１日一部変更）（抄） 
５ 地域再生計画の認定に関する基本的な事項 
１） 地域再生計画の認定基準 

地域再生計画の認定基準は、法第５条第 16 項各号によるが、具体的な判断基準は、次のとお

りとする。 
① 地域再生基本方針に適合するものであること（第１号基準） 

１の「地域再生の意義及び目標」に適合しており、かつ３）の「地域再生計画の認定手続」

に定められた事項にのっとっていることをもって判断する。 
② 当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するものであ

ると認められること（第２号基準） 
１の「地域再生の意義及び目標」に適合した地域再生を図るために必要な事業が記載されて

いることをもって判断する。（略） 
③ 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること（第３号基準） 

地域再生を図るために行う事業について、 
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イ 事業の主体が特定されているか、特定される見込みが高いこと 
ロ 事業の実施スケジュールが明確であること 
をもって判断する。 

⑤ その他の記載事項についての留意点 

ア 地域再生計画の目標と目標の達成状況に係る評価に関する事項 
地域再生計画の目標の設定に当たっては、原則として、定量的な値・指標を用いる

こととし、地域再生計画の計画期間満了時等に地方公共団体が効果測定を容易に実施

することができるよう、具体的に設定してください。 
地域再生計画に基づいて実施した事業の効果を検証し、必要に応じて地域再生計画

を変更するという一連のプロセスを実行する（PDCA サイクルの確立）ため、地域再

生計画の目標と、目標の達成状況に係る評価に関する事項（則第２条第１項第２号）

を記載することとされています。目標設定の際には KPI（重要業績評価指標 ）を設定

することが想定されます。 
KPI としては例えば、生涯活躍のまち形成地域の入居者数や転入者数、生涯活躍の

まち形成事業において雇用される労働者数等のアウトカム指標が考えられます。 
地域再生認定申請マニュアル（総論）第３章の３－２の２）「『７ 目標の達成状況に

係る評価に関する事項』について」を参照し、目標等の効果測定に必要となる指標の

入手方法や、評価方法、評価結果の公表方法なども記載してください。 

イ 計画期間（法第５条第２項第３号） 
地域再生計画において掲げる目標を達成するための取組に要する期間として、始期

と期間を示してください（例：地域再生計画認定の日から平成 32 年３月 31 日まで）。

計画期間の長短について特段の定めはありませんが、計画期間の設定にあたっては、

地域再生計画に記載した取組を実施するために必要となる合理的な期間を設定してく

ださい。地域再生計画は概ね５年程度を計画期間とすることとしていますが、「生涯活

躍のまち」の形成は短期間で実現するものではなく、長期的な展望の下に推進すべき

ものであるため、５年以上とすることも考えられます。 

⑥ 地域再生計画の作成に当たっての留意点 

地域再生計画の作成に当たっては、地域の特性や強み、地域資源の活用などを踏ま

え、住み替え・移住対象をどうするか、対象区域をどの地域に設定するか、地域的な

広がりをどうするか、地域包括ケアシステムの構築との連携などについても検討され

ることが望ましいと考えられます。 
また、地域再生計画を踏まえた事業計画に今後盛り込む内容等を見据えつつ、中長

期的な視点から、構想に関する事業の自立性や持続可能性を踏まえ、構想の推進に関

する課題や事業実施におけるリスク、地域への効果などについても、しっかり議論を

されることが重要です。 
さらに、「高齢者居住安定確保計画」や「医療計画」、「介護保険事業計画」等関連す

る分野の諸施策と整合的なものとなるよう、必要に応じて協議・調整を行うようにし

てください。 
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Ⅱ 生涯活躍のまち形成事業計画の作成について 

地域再生計画の認定を受けた市町村は、地域再生計画に記載した生涯活躍のまち形成

事業に関する事項の具体的な実施を図るため、具体的な事業内容等を詳細に定める生涯

活躍のまち形成事業計画を作成することができます。 
生涯活躍のまち形成事業計画は、地域再生計画の作成主体である市町村のほか、都道

府県知事、「運営推進機能」を担う事業主体（地域再生推進法人）、事業に参加する事業

者等で組織された地域再生協議会における協議を経て作成することとされています。計

画内容について関係者間で合意形成を図り、これを地域全体で共有を図るためです。（地

域再生協議会の構成員について②ア参照） 
○地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抄） 
（生涯活躍のまち形成事業計画の作成） 

第十七条の二十四 認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されてい

る生涯活躍のまち形成事業の実施に関する計画（以下「生涯活躍のまち形成事業計画」という。）

を作成することができる。 
２ 認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事その他厚生労働省令で定める者を協

議会の構成員として加えるものとする。 

① 生涯活躍のまち形成事業計画の記載事項 

ア 基本的記載事項（法第 17 条の 24 第３項各号） 

(1) 生涯活躍のまち形成地域の区域（法第 17 条の 24 第３項本文） 
生涯活躍のまち形成事業計画には、生涯活躍のまち形成地域の区域を記載してく

ださい。記載に当たっては、地番等を明記するほか、その区域がわかる地図を添付

することも考えられます。 

(2) 中高年齢者の社会的活動への参加を推進するために認定市町村が講ずべき施策

に関する事項（法第 17 条の 24 第３項第１号） 
生涯活躍のまち形成地域における中高年齢者の健康でアクティブな生活を支援す

るため、認定市町村が行う社会的活動への参加の推進のための施策について記載し

てください。社会的活動には、就業や生涯学習以外にもボランティアなど幅広い活

動が含まれます。法第 17 条の 24 第３項第１号においては、中高年齢者の就業の機

会を確保するための就業に関する相談その他の援助、生涯にわたる学習活動への参

加の機会を提供するための講座の開設及びその奨励が例示されています。 
○地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抄） 

（生涯活躍のまち形成事業計画の作成） 
第十七条の二十四 （略） 
３ 生涯活躍のまち形成事業計画には、生涯活躍のまち形成地域の区域を記載するほか、おお

むね次に掲げる事項を記載するものとする。 
一 中高年齢者の就業の機会を確保するための就業に関する相談その他の援助、生涯にわ

たる学習活動への参加の機会を提供するための講座の開設及びその奨励その他の中高年

齢者の社会的活動への参加を推進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項 

(3) 生涯活躍のまち形成地域において整備すべき高年齢者向け住宅及び当該高年齢

者向け住宅を整備するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項（法第 17 条
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の 24 第３項第２号） 
生涯活躍のまち形成地域において、実際に整備する高年齢者向け住宅の種類や数

を特定するとともに、これを整備するために認定市町村が講ずる施策について記載

してください。 
高年齢者向け住宅については、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームが

例示されていますが、それ以外にも高年齢者の生活に適するよう改修した住宅など

も想定されます。市町村が講ずる施策としては、必要な土地の確保、費用の補助が

例示されています。 
○地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抄） 
（生涯活躍のまち形成事業計画の作成） 

第十七条の二十四 （略） 
３ 生涯活躍のまち形成事業計画には、生涯活躍のまち形成地域の区域を記載するほか、おお

むね次に掲げる事項を記載するものとする。 
二 生涯活躍のまち形成地域において整備すべき高年齢者向け住宅（サービス付き高齢者

向け住宅（高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第五条

第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。）、有料老人ホーム（老人福祉法

（昭和三十八年法律第百三十三号）第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。

以下同じ。）その他の高年齢者に適した住宅をいう。以下この号において同じ。）及び必

要な土地の確保、費用の補助その他の当該高年齢者向け住宅を整備するために認定市町

村が講ずべき施策に関する事項 
また、高年齢者向け住宅の整備と関連して、国土交通省・厚生労働省関係高齢者

の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成 23 年国土交通省・厚生労働省令第 2
号）第３条に基づき、認定市町村が作成する生涯活躍のまち形成事業計画において、

国土交通大臣・厚生労働大臣が定める基準に従い、当該認定市町村の生涯活躍のま

ち形成地域の区域内のサービス付き高齢者向け住宅の入居者要件を定めた場合、当

該要件に該当する者も入居対象者とする措置が設けられています。この国土交通大

臣・厚生労働大臣が定める基準の概要は、以下のとおりです。 
① 認定市町村の区域内の６０歳以上の者や要介護認定・要支援認定を受けている

者の人口の現状及び将来の見通し、サービス付き高齢者向け住宅事業の実態等を

考慮して行うこと。 
② バリアフリー化や状況把握サービス・生活相談サービスの提供等が義務付けら

れた住宅への入居が望ましいと認められる者を要件として定めること（例えば、

健康な若年齢者など、当該住宅への入居を明らかに必要としない者の入居を許容

する要件設定は行ってはならない）。 
この入居者要件を定める場合は、サービス付き高齢者向け住宅の登録や指導監督

を行う都道府県等と、地域再生協議会の場等において、入居者要件や実際の入居者

の当該要件への適合性に係る指導監督の方法について協議を行ってください。 
○国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成 23 年国

土交通省・厚生労働省令第 2 号）（抄） 
（年齢その他の要件）  

第三条 法第五条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件は、六十歳

以上の者又は介護保険法 （平成九年法律第百二十三号）第十九条第一項に規定する要介護

認定（以下単に「要介護認定」という。）若しくは同条第二項 に規定する要支援認定（以下

単に「要支援認定」という。）を受けている六十歳未満の者（地域再生法（平成十七年法律

第二十四号）第十七条の十七第一項に規定する認定市町村が、同法第十七条の二十四第一項
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に規定する生涯活躍のまち形成事業計画において、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定め

る基準に従い、当該計画に記載された同法第五条第四項第十号に規定する生涯活躍のまち

形成地域の区域内のサービス付き高齢者向け住宅の入居者について要件を別に定めた場合

においては、当該要件に該当する者を含む。）であって、次に掲げる要件のいずれかに該当

する者であることとする。  
一 同居する者がない者であること。  
二 同居する者が配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるもの

を含む。以下この号において同じ。）、六十歳以上の親族（配偶者を除く。以下この号にお

いて同じ。）、要介護認定若しくは要支援認定を受けている六十歳未満の親族又は入居者

が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要

であると都道府県知事が認める者であること。 
 
○国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三条の国土

交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準（平成 28 年国土交通省・厚生労働省告示第１号）

（抄） 
地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第十七条の十七第一項に規定する認定市町村（以

下単に「認定市町村」という。）が、同法第十七条の二十四第一項に規定する生涯活躍のまち

形成事業計画（以下単に「生涯活躍のまち形成事業計画」という。）において、当該生涯活躍

のまち形成事業計画に記載された同法第五条第四項第十号に規定する生涯活躍のまち形成地

域（以下単に「生涯活躍のまち形成地域」という。）の区域内のサービス付き高齢者向け住宅

の入居者について要件を別に定めるに当たって従うべき基準は、次のとおりとする。 
一 当該生涯活躍のまち形成地域の区域及びその周辺に居住する六十歳以上の者又は介護保

険法（平成九年法律第百二十三号）第十九条第一項に規定する要介護認定若しくは同条第二

項に規定する要支援認定を受けている六十歳未満の者（以下「六十歳以上の者等」という。）

が、サービス付き高齢者向け住宅への入居を希望しているにも関わらず、入居することがで

きない事態が発生しないよう、当該認定市町村の区域内の六十歳以上の者等の人口の現状

及び将来の見通し、サービス付き高齢者向け住宅事業の実態等を考慮して行わなければな

らない。 
二 サービス付き高齢者向け住宅は、加齢対応構造等であって、高齢者の居住の安定確保に関

する法律（平成十三年法律第二十六号）第五条第一項に規定する状況把握サービス及び同項

に規定する生活相談サービスの提供等が義務付けられている住宅であることから、当該住

宅への入居が望ましいと認められる者を具体的な要件として定めるものとし、例えば、健康

な若年齢者等、サービス付き高齢者向け住宅を明らかに必要としない者の入居を許容する

要件の設定を行ってはならない。 

(4) 生涯活躍のまち形成地域において提供すべき介護サービス及び介護サービスの

提供体制を確保するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項（法第 17 条の

24 第３項第３号） 
生涯活躍のまち形成地域での継続的なケアを確保するため、提供すべき介護サー

ビスを特定し、その提供体制を確保するために認定市町村が講ずべき施策について

記載してください。提供すべき介護サービスとして、法では、居宅サービス、地域

密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、第一号事業が

例示されていますが、それ以外の介護保険に係る保健医療サービス及び福祉サービ

スも含まれます。また、医療機関との連携など医療提供体制の確保に関する事項や

生涯活躍のまち形成地域における地域包括ケアシステムの構築との連携方策につい

て記載することも想定されます。 
 

○地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抄） 
（生涯活躍のまち形成事業計画の作成） 

第十七条の二十四 （略） 
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３ 生涯活躍のまち形成事業計画には、生涯活躍のまち形成地域の区域を記載するほか、おお

むね次に掲げる事項を記載するものとする。 
三 生涯活躍のまち形成地域において提供すべき介護サービス（居宅サービス（介護保険

法（平成九年法律第百二十三号）第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同

じ。）、地域密着型サービス（同条第十四項に規定する地域密着型サービスをいい、同条

第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護及び同条第二十二項に規定する地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下同じ。）、介護予防サービス（同法第八

条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。）、地域密着型介護予防サ

ービス（同条第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスをいい、同条第十五項に

規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。以下同じ。）、第一号事業（同法第

百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業をいい、同号ニに規定する第一号

介護予防支援事業を除く。以下同じ。）その他の介護保険に係る保健医療サービス及び福

祉サービスをいう。以下同じ。）及び当該介護サービスの提供体制を確保するために認定

市町村が講ずべき施策に関する事項 

(5) 生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在を促進

するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項（法第 17 条の 24 第３項第４

号） 
生涯活躍のまちへの移住や住み替えを希望する中高年齢者の来訪や滞在を促進す

るための施策について記載してください。法では、情報の提供、便宜の供与が例示

されています。例えば、お試し居住、二地域居住などの取組も想定されます。 
○地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抄） 

（生涯活躍のまち形成事業計画の作成） 
第十七条の二十四 （略） 
３ 生涯活躍のまち形成事業計画には、生涯活躍のまち形成地域の区域を記載するほか、おお

むね次に掲げる事項を記載するものとする。 
四 生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者への情報の提供、便宜の供与

その他の当該移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在を促進するために認定市町村が

講ずべき施策に関する事項 

(6) その他生涯活躍のまち形成事業の実施のために必要な事項（法第 17 条の 24 第

３項第５号） 
(1)から(5)までの事項以外に、独自に実施する施策を記載してください。また、認

定市町村は、就業の機会の確保に関して都道府県、公共職業安定所、シルバー人材

センター等と相互に連携を図りながら協力しなければならない（法第 17 条の 30）
こととされており、また、中高年齢者の生涯にわたる学習活動への参加の機会の提

供に関しても関係機関及び関係団体との連携協力体制の整備に努めなければならな

い（法第 17 条の 31）とされています。このような関係機関等との協力により実施す

る事項や、その他生涯活躍のまち形成事業の実施のために必要な事項があれば記載

してください。 
○地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抄） 

（生涯活躍のまち形成事業計画の作成） 
第十七条の二十四 （略） 
３ 生涯活躍のまち形成事業計画には、生涯活躍のまち形成地域の区域を記載するほか、

おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 
五 前各号に掲げるもののほか、生涯活躍のまち形成事業の実施のために必要な事項 

 
○地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抄） 
（中高年齢者の就業の機会の確保に関する施策についての協力） 
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第十七条の三十 認定市町村、都道府県、公共職業安定所並びに高年齢者等の雇用の安定

等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十七条第一項に規定するシルバー

人材センター連合及び同条第二項に規定するシルバー人材センターは、生涯活躍のまち

形成事業計画に記載された認定市町村が講ずべき中高年齢者の就業の機会の確保に関す

る施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければな

らない。 
（中高年齢者の生涯にわたる学習活動への参加の機会の提供に関する施策についての連

携協力体制の整備） 
第十七条の三十一 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に記載された中高年齢者

の生涯にわたる学習活動への参加の機会の提供に関する施策の円滑かつ効果的な実施を

図るため、関係機関及び関係団体との連携協力体制の整備に努めなければならない。 

イ 任意記載事項（法第 17 条の 24 第４項各号） 
生涯活躍のまち形成事業計画に法第 17 条の 24 第４項各号に規定される事業者に関

する事項（任意記載事項）を記載し、それぞれについて都道府県知事等の同意を得る

と、労働者の委託募集に関する職業安定法の特例（法第 17 条の 28）、有料老人ホーム

の届出に関する老人福祉法の特例（法第 17 条の 32）、介護保険の事業者の指定に関す

る介護保険法の特例（法第 17 条の 33）、旅館業の許可に関する旅館業法の特例（法第

17 条の 34）を受けることができます。 

(1) 労働者の委託募集に関する職業安定法の特例 
事業主が労働者の募集を被用者以外の者に委託する場合は、通常、厚生労働大臣

の許可（無償の場合は届出）を受ける必要がありますが、法第 17 条の 28 第１項の

職業安定法の特例を利用する場合は、地域再生協議会に加わっている事業協同組合

等が傘下の中小事業主の委託を受けて生涯活躍のまち形成事業に携わる労働者の募

集を行う場合は、その中小事業主から許可の申請や届出を行うことが不要となりま

す。 

例えば、商店街振興組合や商工組合、介護福祉事業協同組合等が地域再生協議会

に加わっており特例を利用して傘下の中小事業主のために労働者の募集を行う場合

が想定されます。 
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図：労働者の委託募集に関する職業安定法の特例 
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この特例を受ける事業協同組合等は 
(ア) 地域再生協議会の構成員であるもの 
(イ)事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若し

くはその連合会であって厚労省令第２条各号で定めるもの 
又は 
一般社団法人で直接又は間接の構成員の３分の２以上が中小事業主 P0F

1
Pであるもの

（厚労省令第３条） 
(ウ)生涯活躍のまち形成事業計画に記載された事業の実施に関し必要な労働者の募

集を行うもの 
が要件となります。 

この特例を利用する場合は、 
(ア) 生涯活躍のまち形成事業計画に委託を受けて労働者の募集を行う事業協同組合

等に関する事項（法第 17 条の 24 第４項第１号）を記載し、 
(イ) 必要書類（厚労省令第 11 条）を添付した上で、厚生労働大臣の同意（法第 17 条

の 24 第５項）を得て 
(ウ) 公表する 
ことにより、個々の中小事業主が許可や届出の手続をすることなく、事業協同組合

等に募集を委託することができます。 
(イ)の厚生労働大臣の同意の基準は 

・地域再生協議会を構成する団体であること。 
・生涯活躍のまち形成地域において生涯活躍のまち形成事業として行われる事業を

実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであること。 
・当該相談及び援助を適切に実施するために必要な体制が整備されていること。 
・構成員である中小事業主の委託を受けて労働者の募集を行うに当たり、その募集

に係る労働条件その他の募集の内容が適切であり、かつ、当該労働者の利益に反

しないことが見込まれること。 
とされています（厚労省令第 12 条）。厚生労働大臣に対して協議を行う際は、当該

基準に係る事項を記載した書類を添付し（厚労省令第 11 条）、事業協同組合等の主

たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出して

ください。厚生労働大臣は同意をしたときは、所轄の都道府県労働局長を経て、同

意通知書により当該同意に係る認定市町村に対して通知することとされています。

なお、厚生労働大臣は、同意を受けた事業協同組合等（以下「同意事業協同組合等」

という。）が法令及び同意基準を満たさなくなったと認められる場合など適当でなく

なったと認めるときは、当該同意事業協同組合等に関する事項に関して、生涯活躍

のまち形成事業計画に対する同意を取り消すことがあり得ます。 
生涯活躍のまち形成事業計画に記載する事項と添付書類については別途示す参考例

を参照してください。 
 

                                                 
1 国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が 300 人以下のものをいう。 
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○地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抄） 
（生涯活躍のまち形成事業計画の作成） 

第十七条の二十四 （略） 
４ 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載

することができる。 
一 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立され

た組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小

事業主（国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人

以下のものをいう。次項及び第十七条の二十八第一項において同じ。）を直接若しくは間

接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。）（次項及び

同条第一項において「事業協同組合等」という。）のうち、同条第二項の規定により労働

者の募集に従事しようとするものに関する事項 
５ 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に前項第一号に掲げる事項を記載しようと

するときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の同意

を得なければならない。この場合において、厚生労働大臣は、当該事項に係る事業協同組合

等が、その構成員である中小事業主に対して介護サービスの提供に係る事業その他の生涯

活躍のまち形成事業として行われる事業を実施するための人材確保に関する相談及び援助

を行うものであって、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に

適合するものであると認めるときは、同意をするものとする。 
（委託募集の特例等） 

第十七条の十八 同意事業協同組合等（生涯活躍のまち形成事業計画に記載されている事業

協同組合等であって第十七条の二十四第五項の同意に係るものをいう。以下同じ。）の構成

員である中小事業主が、当該同意事業協同組合等をして介護サービスの提供に係る事業そ

の他の生涯活躍のまち形成事業として行われる事業（当該生涯活躍のまち形成事業計画に

記載されたものに限る。）の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合におい

て、当該同意事業協同組合等が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和二十

二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業

主については、適用しない。 
２ 同意事業協同組合等は、前項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で

定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で

厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 
 
○厚生労働省関係地域再生法施行規則（平成 28年厚生労働省令第 94号）（抄） 

（法第十七条の二十四第四項第一号の厚生労働省令で定めるもの） 

第二条 法第十七条の二十四第四項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとす

る。 

一 事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会 

二 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 

三 商工組合及び商工組合連合会 

四 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 

五 農業協同組合及び農業協同組合中央会 

六 生活衛生同業組合であって、その構成員の三分の二以上が中小事業主（国及び地方公

共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。

以下同じ。）であるもの 

七 酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者

の三分の二以上が中小事業主であるもの 

 （法第十七条の二十四第四項第一号の一般社団法人の要件） 

第三条 法第十七条の二十四第四項第一号の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間

接の構成員の三分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。 

  （法第十七条の二十四第四項第一号に掲げる事項に関する同意） 

第十一条 認定市町村は、法第十七条の二十四第五項の規定により厚生労働大臣の同意を得

ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次条の基準に係る事項を記載した書

類を付してするものとする。 
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  （法第十七条の二十四第五項の厚生労働省令で定める基準） 

第十二条 法第十七条の二十四第五項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。  

一 協議会を構成する団体であること。 

二 生涯活躍のまち形成地域において法第十七条の二十四第五項の介護サービスの提供に

係る事業その他の生涯活躍のまち形成事業として行われる事業を実施するための人材確

保に関する相談及び援助を行うものであること。 

三 前号の相談及び援助を適切に実施するために必要な体制が整備されていること。 

四 その構成員である中小事業主の委託を受けて労働者の募集を行うに当たり、当該募集

に係る労働条件その他の募集の内容が適切であり、かつ、当該労働者の利益に反しない

ことが見込まれること。 
なお、これらの事業協同組合等が、特例を活用して労働者の委託募集を行うとき

は法第 17 条の 28 第２項及び厚労省令第 22 条、第 23 条に基づきその主たる事務所

の所在地を管轄する公共職業安定所を経由して都道府県労働局又は厚生労働大臣に

届出を行うとともに、報酬を得て労働者の委託募集を行う場合は当該報酬につき厚

生労働大臣の認可を得る必要があります（職業安定法第 36 条第２項）。また厚労省

令第 24 条に基づき、毎年度公共職業安定所長に労働者募集報告を提出する必要があ

ります。これらの届出等の手続及び様式は「地域再生法に基づく委託募集の特例等

に関する業務の取扱いについて（平成 28 年４月 20 日職発 0420 第６号各都道府県労

働局長宛て厚生労働省職業安定局長通達）P1F

2
P」を参照してください。 

○地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抄） 
（委託募集の特例等） 

第十七条の二十八 （略） 
２ 同意事業協同組合等は、前項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で

定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で

厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 
 

○厚生労働省関係地域再生法施行規則（平成 28 年厚生労働省令第 94 号）（抄） 
（労働者の募集に関する事項）  

第二十二条 法第十七条の二十八第二項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項

は、次のとおりとする。  
  一 募集に係る事業所の名称及び所在地 
  二 募集時期 
  三 募集職種及び人員 
  四 募集地域 
  五 募集に係る労働者の業務の内容 
  六 賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件 
 （届出の手続）  
第二十三条 法第十七条の二十八第二項の規定による届出は、同意事業協同組合等の主たる

事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域

とする募集（以下この項において「自県外募集」という。）であって第二十一条第二号に該

当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。  
２ 法第十七条の二十八第二項の規定による届出をしようとする同意事業協同組合等は、そ

の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所（その公共職業安定所が二以上ある場

合には、厚生労働省組織規則（平成十三年厚生労働省令第一号）第七百九十三条の規定によ

り当該事務を取り扱う公共職業安定所）の長を経て、第二十一条の募集にあっては同条の都

道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。  
３ 前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長（次条

                                                 
2 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_6 または

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160421L0030.pdf  

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_6
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160421L0030.pdf
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において「職業安定局長」という。）の定めるところによる。  
 （労働者募集報告） 
第二十四条 法第十七条の二十八第一項の募集に従事する同意事業協同組合等は、職業安定

局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四

月末日まで（当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の

属する月の翌月末日まで）に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなけれ

ばならない。 

(2) 有料老人ホームの届出に関する老人福祉法の特例 
有料老人ホームを設置しようとする者は、通常、設置前に都道府県知事に届出を

行う必要がありますが、法第 17 条の 32 の老人福祉法の特例を利用する場合は、生

涯活躍のまち形成事業計画に記載された有料老人ホームについては、設置後一か月

以内に市町村を経由して届け出ることができるようになります。 
この特例を利用する場合は、生涯活躍のまち形成地域において有料老人ホームを

整備する事業について、法第 17 条の 24 第４項第２号及び厚労省令第４条第１項各

号に規定する以下の事項を記載し、同条第２項に規定する事項を記載した書類を添

付してください。 
①有料老人ホームを整備する事業の実施主体の氏名（法人にあっては、その名称及

び事務所の所在地） 
②有料老人ホームの名称及び設置予定地 
③事業開始の予定年月日 
④当該有料老人ホームの管理者の氏名 
⑤当該有料老人ホームにおいて供与される介護等の内容 

生涯活躍のまち形成事業計画に記載する事項と添付書類については別途示す参考

例を参照するほか、都道府県の担当部局と調整の上、都道府県において従前より示

している届出様式を活用することも考えられます。 
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図：有料老人ホームの届出に関する老人福祉法の特例 
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○地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抄） 

（生涯活躍のまち形成事業計画の作成） 
第十七条の二十四 （略） 
４ 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載

することができる。 
二 生涯活躍のまち形成地域において有料老人ホームを整備する事業に関する次に掲げる

事項 
イ 当該事業の実施主体 
ロ 当該有料老人ホームの所在地 
ハ その他厚生労働省令で定める事項 

（有料老人ホームの届出の特例） 
第十七条の三十二 第十七条の二十四第四項第二号に掲げる事項が記載された生涯活躍のま

ち形成事業計画が同条第十八項（同条第十九項において準用する場合を含む。以下同じ。）

の規定により公表されたときは、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る有料老人ホー

ムにつき行う老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出については、同項の規定にか

かわらず、当該有料老人ホームの設置の日から一月以内に、その旨を当該有料老人ホームの

所在地を管轄する都道府県知事（指定都市等の区域内に所在する有料老人ホームにあって

は、当該指定都市等の長）に届け出ることをもって足りる。 
２ 前項の有料老人ホーム（指定都市等の区域内に所在するものを除く。）を設置する同項の

実施主体は、同項の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該有料老人ホームの所

在地を管轄する市町村の長を経由してすることができる。 
 
○厚生労働省関係地域再生法施行規則（平成 28 年厚生労働省令第 94 号）（抄） 
 （生涯活躍のまち形成事業計画の記載事項等） 
第四条 法第十七条の二十四第四項第二号ハの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事

項とする。 
  一 法第十七条の二十四第四項第二号イの実施主体の氏名（法人にあっては、その名称及び

事務所の所在地） 
  二 法第十七条の二十四第四項第二号ロの有料老人ホームの名称及び設置予定地 
  三 事業開始の予定年月日 
  四 当該有料老人ホームの管理者の氏名 
  五 当該有料老人ホームにおいて供与される介護等の内容 
２ 認定市町村（指定都市及び中核市を除く。）は、生涯活躍のまち形成事業計画に法第十七

条の二十四第四項第二号に掲げる事項（同号イの実施主体が同号ロの有料老人ホームにつ

いて老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第二十九条第一項の届出を行っていない

場合に限る。）を記載し、法第十七条の二十四第一項の規定により協議会に協議しようとす

るときは、当該生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、こ

れらを都道府県知事に提出するものとする。 
  一 法第十七条の二十四第四項第二号イの実施主体の氏名及び住所 
  二 当該実施主体の条例、定款その他の基本約款 
  三 法第十七条の二十四第四項第二号ロの有料老人ホームの管理者の氏名及び住所 
  四 建物の規模及び構造並びに設備の概要 
  五 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第六条第一項の確認を受けたことを証する

書類 
  六 当該実施主体の直近の事業年度の決算書 
  七 当該有料老人ホームの運営の方針 
  八 入居定員及び居室数 
  九 市場調査等による入居者の見込み 
  十 職員の配置の計画 
  十一 老人福祉法第二十九条第七項に規定する前払金、利用料その他の入居者の費用負担

の額 
  十二 老人福祉法第二十九条第七項に規定する保全措置を講じたことを証する書類 
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  十三 入居契約に入居契約の解除に係る返還金に関する定めがあるときは、当該定めの内

容並びに返還金の支払を担保するための措置の有無及び当該措置の内容 
  十四 入居契約に損害賠償額の予定（違約金を含む。）に関する定めがあるときは、その内

容 
  十五 医療施設との連携の内容 
  十六 事業開始に必要な資金の額及びその調達方法 
  十七 長期の収支計画 
  十八 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、当該有料老人ホームに

おいて供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説

明することを目的として作成した文書 

(3) 介護保険の事業者の指定に関する介護保険法の特例 
居宅サービス事業者等の介護保険の事業者が事業を行うに当たっては、居宅サー

ビス、介護予防サービスの場合は都道府県知事等の、地域密着型サービス、地域密

着型介護予防サービス、第一号事業については市町村長の指定を得る必要がありま

すが、法第 17 条の 24 の介護保険法の特例を利用する場合は、生涯活躍のまち形成

事業計画に記載されたサービス事業者については、介護保険法上の指定があったと

みなされます。認定市町村の区域内に所在する事業所で新たにサービスを開始する

場合に、これらの指定をまだ得ていないものについて、生涯活躍のまち形成事業計

画の作成の段階で指定のみなしを得ることにより、事務の簡素化を図り、円滑に事

業を実施することが想定されます。 
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図：介護保険の事業者の指定に関する介護保険法の特例 
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特例の対象となる介護サービスは、居宅サービス、地域密着型サービス、介護予

防サービス、地域密着型介護予防サービス、第一号事業（第一号介護予防支援事業

を除く。）です。このうち、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護は特例の対象とはなりませ

ん。 
以下では、居宅サービスの訪問介護及び地域密着サービスの定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の例により解説します。記載事項や手続はサービスの種類により異

なるため、それぞれの条項をご確認ください。 

   【居宅サービス（訪問介護）の例】 
※居宅サービス及び介護予防サービスについて特例を利用する場合はこの例に準

じます。また認定市町村が指定都市、中核市である場合は地域密着型サービス

の例に準じます（法第 17 条の 35 第１項による読替え）。 
居宅サービス・介護予防サービスを行う事業所について、この特例を利用する場

合は、 
(ア) 生涯活躍のまち形成事業計画に事業主体についての必要事項を記載し、 
(イ) 必要書類を添付した上で、都道府県知事の同意を得て 
(ウ) 公表する 
ことにより、当該事業所が行うサービスについて、指定があったこととみなされま

す。なお、指定都市、中核市については都道府県知事の同意は不要となります（法

第 17 条の 35 第１項による読替え）。 
(ア) 記載事項は、法第 17 条の 24 第４項第３号（介護予防の場合は第５号）及び厚

労省令第５条各号に記載されている 
・当該事業の実施主体（実施主体の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名

及び職名） 
・当該事業を行う事業所の名称及び所在地（当該事業所の所在地以外の場所に当

該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。） 
・居宅サービスの種類 
・当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日 
を記載してください。 

(イ) 上記(ア)の事項を記載した生涯活躍のまち形成事業計画に、厚労省令第 13 条各

号（介護予防の場合は第 17 条）の事項を記載した書類を添付し、都道府県知事に

協議をします（法第 17 条の 24 第６項）。都道府県知事は、介護保険法第 70 条第

２項又は第 70 条第４項若しくは第５項の規定（介護予防の場合は第 115 条の２第

２項の規定）に当たらない場合以外は同意することとされています。（なお、居宅

サービスの種類が特定施設入居者生活介護である場合は、法第 17 条の 24 第７項

に基づき、関係市町村の長に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画と

の調整を図る見地からの意見を求めなければならないとされていますが、これは、

介護保険法第 70 条第６項の関係市町村と同趣旨の規定です。） 
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(ア)の記載事項と(イ)の添付書類については別途示す参考例を参照するほか、都

道府県の担当部局と調整の上、都道府県において従前より示している申請様式を

活用することも考えられます。 
(ウ) 都道府県知事の同意を得て、生涯活躍のまち形成事業計画が作成されたときは、

遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知することとされていま

す。公表の日から特例の指定みなしの効力が発生します。 
○地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抄） 
（生涯活躍のまち形成事業計画の作成） 

第十七条の二十四 （略） 
４ 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を

記載することができる。 
三 生涯活躍のまち形成地域において行われる居宅サービス事業（介護保険法第八条第

一項に規定する居宅サービス事業をいう。第六項及び第十七条の三十三第一項におい

て同じ。）に関する次に掲げる事項 
イ 当該事業の実施主体 
ロ 当該事業を行う事業所の所在地 
ハ 居宅サービスの種類 
ニ その他厚生労働省令で定める事項 

６ 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第三号に掲げる事項（同号イの

実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号

ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第四十一条第一項

本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第一項において同じ。）を記載

しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県

知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が

同法第七十条第二項（同法第七十二条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしてはならない場合又は同法

第七十条第四項若しくは第五項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしない

ことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。 
７ 都道府県知事は、第四項第三号ハの居宅サービスの種類が介護保険法第八条第十一項

に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである

場合において前項の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省令

で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の市町村介護保険事業

計画（同法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この条に

おいて同じ。）との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。 
（居宅サービス事業等に係る指定の特例） 

第十七条の三十三 第十七条の二十四第四項第三号に掲げる事項が記載された生涯活躍の

まち形成事業計画が同条第十八項の規定により公表されたときは、当該公表の日におい

て、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の居宅

サービスを行う居宅サービス事業について、介護保険法第四十一条第一項本文の指定が

あったものとみなす。 
 
○厚生労働省関係地域再生法施行規則（平成 28 年厚生労働省令第 94 号）（抄） 
第五条 法第十七条の二十四第四項第三号ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる

事項とする。 
一 法第十七条の二十四第四項第三号ハの居宅サービスの種類が訪問介護（介護保険法

（平成九年法律第百二十三号）第八条第二項に規定する訪問介護をいう。第十三条第

一号において同じ。）である場合には、次に掲げる事項 
イ 法第十七条の二十四第四項第三号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地

並びにその代表者の氏名及び職名 
ロ 法第十七条の二十四第四項第三号ロの事業所（当該事業所の所在地以外の場所に

当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。）の
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名称及び所在地 
ハ 当該居宅サービスを行う事業の開始の予定年月日 

  （法第十七条の二十四第四項第三号に掲げる事項に関する同意） 
第十三条 認定市町村は、法第十七条の二十四第六項の規定により都道府県知事の同意を

得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類

を付してするものとする。 
一 法第十七条の二十四第四項第三号ハの居宅サービスの種類が訪問介護である場合に

は、次に掲げる事項 
イ 法第十七条の二十四第四項第三号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住

所 
ロ 当該実施主体の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 
ハ 法第十七条の二十四第四項第三号ロの事業所の平面図 
ニ 利用者の推定数 
ホ 当該事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴 
ヘ 運営規程 
ト 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 
チ 当該居宅サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 
リ 当該事業に係る資産の状況 
ヌ 当該事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項 
ル 介護保険法第七十条第二項各号（病院、診療所若しくは薬局により行われる居宅

療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテー

ション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあ

っては、同項第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を除く。）に該当し

ないことを誓約する書面（以下この条において「誓約書」という。） 
ヲ 役員の氏名、生年月日及び住所 

   【地域密着型サービス（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）の例】 
※地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、第一号事業（指定して第

一号事業を行う場合）について特例を利用する場合はこの例に準じます。また

認定市町村が指定都市、中核市である場合は、居宅サービス、介護予防サービ

スの場合でもこの例に準じます（法第 17 条の 35 第１項による読替え）。 
地域密着型サービスを行う事業所について、この特例を利用する場合は、 

(ア) 生涯活躍のまち形成事業計画に事業主体についての必要事項を記載し、 
(イ) 公表する 
ことにより、当該事業所が行うサービスについて、指定があったこととみなされま

す。 
(ア) 記載事項は、法第 17 条の 24 第４項第４号（地域密着型介護予防サービスの場

合は第６号、第一号事業の場合は第７号）及び厚労省令第６条各号に記載されて

いる 
・ 当該事業の実施主体（実施主体の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名

及び職名） 
・ 当該事業を行う事業所の名称及び所在地（当該事業所の所在地以外の場所に当

該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。） 
・ 地域密着型サービスの種類 
・ 当該地域密着型サービスを行う事業の開始の予定年月日 
を記載してください。その際、厚労省令第 16 条（地域密着型介護予防サービスの
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場合は第 18 条、第一号事業の場合は第 19 条）各号の事項が記載されている書類

を事業所から入手するなどして、当該事項に照らして記載の可否を判断し、介護

保険法第 78 条の２第４項の規定（地域密着型介護予防サービスの場合は第 115 条

の 12 第２項、第一号事業の場合は第 115 条の 45 の５第２項の規定）により指定

をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載してください。 
記載事項と事業所から入手する書類については別途示す参考例を参照するほか、

市町村において従前より示している申請様式を活用することも考えられます。 
(イ) 生涯活躍のまち形成事業計画が作成されたときは、遅滞なく、これを公表する

とともに、関係行政機関の長や関係都道府県知事に通知することとされています。

公表の日から特例の指定みなしの効力 P2F

3
Pが発生します。 

○地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抄） 
（生涯活躍のまち形成事業計画の作成） 

第十七条の二十四 （略） 
４ 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載

することができる。 
四 生涯活躍のまち形成地域において行われる地域密着型サービス事業（介護保険法第八

条第十四項に規定する地域密着型サービス事業をいう。第十項及び第十七条の三十三第

二項において同じ。）に関する次に掲げる事項 
イ 当該事業の実施主体 
ロ 当該事業を行う事業所の所在地 
ハ 地域密着型サービスの種類 
ニ その他厚生労働省令で定める事項 

10 認定市町村は、第四項第四号に掲げる事項（同号イの実施主体が同号ロの事業所であって

当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う

地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一

項本文の指定を受けていない場合に限る。第十七条の三十三第二項において同じ。）につい

ては、当該事項が同法第七十八条の二第四項（同法第七十八条の二の二第一項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をし

てはならない場合に該当しないと認める場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載

することができるものとする。 
（居宅サービス事業等に係る指定の特例） 

第十七条の二十三 （略） 
２ 第十七条の二十四第四項第四号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画

が同条第十八項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実

施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型サービスを行う地

域密着型サービス事業について、当該認定市町村の長から介護保険法第四十二条の二第一

項本文の指定があったものとみなす。 
 
○厚生労働省関係地域再生法施行規則（平成 28 年厚生労働省令第 94 号）（抄） 
第六条 法第十七条の二十四第四項第四号ニの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事

項とする。 

一 法第十七条の二十四第四項第四号ハの地域密着型サービスの種類が定期巡回・随時対

応型訪問介護看護（介護保険法第八条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介

護看護をいう。第十六条第一号において同じ。）である場合には、次に掲げる事項 

                                                 
3 なお、この地域密着型サービスに係る指定みなしの効果は事業所の所在する認定市町村（所在地市町村）の区域にお

いて発生するものです。例えば、生涯活躍のまち形成事業計画が共同計画で、生涯活躍のまち形成地域が隣接する複数

の市町村の区域にまたがって所在する場合、所在地市町村の区域内のみで指定の効力が生じます。このように複数の認

定市町村による共同計画の場合は、事前に、介護保険法第 78 条の２第９項の規定により、あらかじめ非所在地市町村

長と所在地市町村長との協議により、非所在地市町村の指定に当たって所在地市町村長の同意を要しない旨の合意をし

ておくことが考えられます。 



29 
 

イ 法第十七条の二十四第四項第四号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並

びにその代表者の氏名及び職名 

ロ 法第十七条の二十四第四項第四号ロの事業所（当該事業所の所在地以外の場所に当

該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。）の名

称及び所在地 

ハ 当該地域密着型サービスを行う事業の開始の予定年月日  
（法第十七条の二十四第四項第四号に掲げる事項に関する記載） 

第十六条 認定市町村は、法第十七条の二十四第十項の規定により生涯活躍のまち形成事業

計画に同条第四項第四号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げ

る事項に照らして介護保険法第七十八条の二第四項の規定により同法第四十二条の二第一

項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することがで

きるものとする。 
一 法第十七条の二十四第四項第四号ハの地域密着型サービスの種類が定期巡回・随時対

応型訪問介護看護である場合には、次に掲げる事項 
イ 法第十七条の二十四第四項第四号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所 
ロ 当該実施主体の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 
ハ 法第十七条の二十四第四項第四号ロの事業所の平面図及び設備の概要 
ニ 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 
ホ 運営規程 
ヘ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 
ト 当該地域密着型サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 
チ 当該事業に係る資産の状況 
リ 当該事業に係る地域密着型介護サービス費の請求に関する事項 
ヌ 介護保険法第七十八条の二第四項各号に該当しないことを誓約する書面（以下この

条において「誓約書」という。） 
ル 役員の氏名、生年月日及び住所 
ヲ 連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地（当該地域密着型サービスが介護

保険法第八条第十五項第二号に該当するときに限る。） 

(4) 旅館業の許可に関する旅館業法の特例 
生涯活躍のまち形成地域において、お試し居住などの宿泊を伴う事業を行う場合、

その事業が旅館業に該当すれば、旅館業の許可を得ることが必要になります。法第

17 条の 34 の旅館業法の特例は、生涯活躍のまち形成事業計画に記載された生涯活

躍のまち一時滞在事業（生涯活躍のまち形成地域において宿泊の用に供する施設を

設け移住希望者を一時的に宿泊させる事業であって、旅館業に該当するもの）の事

業者については、旅館業の許可があったとみなすこととする特例です。 
この特例を利用する場合は、 

(ア) 生涯活躍のまち形成事業計画に事業主体についての必要事項を記載し、 
(イ) 必要書類を添付した上で、都道府県知事の同意を得て 
(ウ) 公表する 
ことにより、当該事業所が行う旅館業について、旅館業の許可があったこととみな

されます。なお、保健所設置市については都道府県知事の同意は不要となります（法

第 17 条の 35 第２項による読替え）。 
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図：旅館業の許可に関する旅館業法の特例 
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(ア) 記載事項は、法第 17 条の 24 第４項第８号及び厚労省令第 10 条各号に記載さ

れている 
・当該事業の実施主体の氏名（法人にあっては、その名称、事務所の所在地及び

代表者の氏名） 
・当該宿泊の用に供する施設の所在地、名称 
・営業の種別（旅館業法第二条第一項に規定する旅館業の種別をいう。） 
を記載してください。 

(イ) 上記(ア)の事項を記載した生涯活躍のまち形成事業計画に、厚労省令第 20 条各

号の事項を記載した書類を添付し、都道府県知事に協議をします（法第 17 条の 24
第 12 項）。都道府県知事は、旅館業法第３条第２項又は第３項の規定により許可

を与えないことができる場合に該当しないと認めるときは同意することとされて

います。 
(ア)の記載事項と(イ)の添付書類については別途示す参考例を参照するほか、都

道府県の担当部局と調整の上、都道府県において従前より示している申請様式を

活用することも考えられます。 
(ウ) 都道府県知事の同意を得て、生涯活躍のまち形成事業計画が作成されたときは、

遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知することとされていま

す。公表の日から特例の許可みなしの効力が発生します。 
○地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抄） 
（生涯活躍のまち形成事業計画の作成） 

第十七条の二十四 （略） 
４ 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を

記載することができる。 
八 生涯活躍のまち一時滞在事業（生涯活躍のまち形成地域において宿泊の用に供する

施設を設け、当該生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者を一時的に

宿泊させる事業であって、その全部又は一部が旅館業法（昭和二十三年法律第百三十

八号）第二条第一項に規定する旅館業に該当するものをいう。第十六項及び第十七条

の三十四において同じ。）に関する次に掲げる事項 
イ 当該事業の実施主体 
ロ 当該宿泊の用に供する施設の所在地 
ハ その他厚生労働省令で定める事項 

16 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第四項第八号に掲げる事項（同号イの

実施主体が同号ロの施設において行う生涯活躍のまち一時滞在事業について旅館業法第

三条第一項の許可を受けていない場合に限る。第十七条の三十四において同じ。）を記載

しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県

知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が

同法第三条第二項又は第三項の規定により同条第一項の許可を与えないことができる場

合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。 
（旅館業の許可の特例） 

第十七条の三十四 第十七条の二十四第四項第八号に掲げる事項が記載された生涯活躍の

まち形成事業計画が同条第十八項の規定により公表されたときは、当該公表の日におい

て、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る施設により行う生涯活躍のまち一時滞在

事業について、旅館業法第三条第一項の許可があったものとみなす。 
 
○厚生労働省関係地域再生法施行規則（平成 28 年厚生労働省令第 94 号）（抄） 
第十条 法第十七条の二十四第四項第八号ハの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる

事項とする。 
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一 法第十七条の二十四第四項第八号イの実施主体の氏名（法人にあっては、その名称、

事務所の所在地及び代表者の氏名） 
二 法第十七条の二十四第四項第八号ロの施設の名称 
三 営業の種別（旅館業法第二条第一項に規定する旅館業の種別をいう。） 

  （法第十七条の二十四第四項第八号に掲げる事項に関する同意） 
第二十条 認定市町村は、法第十七条の二十四第十六項の規定により都道府県知事の同意

を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書

類を付してするものとする。 
一 法第十七条の二十四第四項第八号イの実施主体の氏名、生年月日及び住所（法人に

あっては、定款又は寄附行為の写し） 
二 法第十七条の二十四第四項第八号ロの施設が旅館業法施行規則（昭和二十三年厚生

省令第二十八号）第五条第一項に該当するときは、その旨 
三 当該施設の構造設備の概要及び当該構造設備を明らかにする図面 
四 旅館業法第三条第二項各号までに該当することの有無及び該当するときは、その内

容 

② 生涯活躍のまち形成事業計画の策定手続 

ア 地域再生協議会 

(1) 地域再生協議会の設置（法第５条第９項及び第 17 条の 24 第１項） 
事業計画を作成する際には、地域再生計画を作成した地方公共団体のほか、地域

再生推進法人、都道府県、移住支援やまちづくりを行う事業者、就業や生涯学習な

ど社会的活動を支援する事業者（公共職業安定所やシルバー人材センター、大学、

公民館や図書館、博物館などの社会教育施設など）、医療・福祉サービスの提供事業

者（医療法人や社会福祉法人など）、住民など地域の様々な関係者が参画する地域再

生協議会を設置し、事業計画に盛り込まれる内容等について協議し、多様な意見が

適切に反映されるようにすることが必要です。 
このため、事業に参画する関係者の連携のもとに事業を進めるため、生涯活躍の

まち形成事業計画を作成するにあたっては、地域再生協議会の協議を経ることとさ

れています（法第 17 条の 24 第１項及び第２項）。 
地域再生計画の作成に当たっては、地域再生協議会を組織することは任意となっ

ていますが、生涯活躍のまち形成事業計画の作成に当たっては、認定市町村は協議

会における協議を行う必要があるため、生涯活躍のまち形成事業計画の作成を検討

している市町村にあっては、あらかじめ協議会を組織しておくことが望ましいもの

と考えられます。地域再生協議会については、地域再生計画認定申請マニュアル（総

論）第４章も参照してください。 
なお、「生涯活躍のまち」を具体化するにあたっては、中長期的に事業の自立性や

持続可能性を確保する観点から、事業の実現性や継続性、地域への効果などについ

て、関係事業者のみならず教育機関、地域金融機関、住民など幅広く知見を結集し

て検討を行うことが重要となります。また、住み替え・移住希望者を計画段階から

募集すること等を通じ、地域住民にとって魅力的なまちづくりに関する事業計画を

作成することも考えられます。 

(2) 地域再生協議会の構成員（法第 12 条第２項及び第３項並びに第 17 条の 24 第２
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項） 
地域再生協議会の構成員は、法第 12 条第２項及び第３項において 

(ア) 地方公共団体 
(イ) 地域再生推進法人 
(ウ) 地域再生を図るために行う事業を実施し、又は実施すると見込まれる者 
(エ) 当該地方公共団体が作成しようとする地域再生計画又は認定地域再生計画及び

その実施に関し密接な関係を有する者（任意） 
(オ) その他当該地方公共団体が必要と認める者（任意） 
が構成員となるとされていますが、生涯活躍のまち形成事業計画を作成する場合は、

これ以外に、 
(カ) 都道府県知事 
(キ) 法第 17 条の 34 の旅館業の特例を利用する場合であって、厚労省令第１条第１

項各号に揚げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内に、宿泊の用に

供する施設があるときは、同項各号に規定される者  
(ク) 法第 17 条の 33 第２項及び第４項の地域密着型サービス事業等に係る指定の特

例を利用する場合、厚労省令第１条第２項に規定される者 （任意） 
を構成員として加えた協議会で協議する必要があります。 

(カ)の都道府県知事は高齢者居住安定確保計画、都道府県介護保険事業支援計画、

医療計画等の高年齢者の居住、保健、医療又は福祉に関する事項を定める計画を策

定する主体であり、生涯活躍のまち形成事業の実施に密接な関係を有することから、

必須の構成員とされています。 
また、(キ)については、旅館業の特例を利用する場合に、旅館業法第３条第４項に

基づき旅館業の許可に当たって意見を求めることとされている近隣の学校長などを

地域再生協議会に加えて意見を反映することができるようにしています。 
なお、実際の協議の場への出席者は、各組織の長である必要はなく適切な者が代

理で出席することも考えられます。 
(ク)については、介護保険法第 78 条の２第７項及び同法第 115 条の 12 第５項に

おいて、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの指定に当たって意

見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされて

いる介護保険の被保険者その他の関係者について、市町村の判断で必要に応じて地

域再生協議会に加えることができるとしています。 
○地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抄） 
（生涯活躍のまち形成事業計画の作成） 

第十七条の二十四 （略） 
２ 認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事その他厚生労働省令で定める者を

協議会の構成員として加えるものとする。 
 

○厚生労働省関係地域再生法施行規則（平成 28 年厚生労働省令第 94 号）（抄） 
（地域再生協議会の構成員として加える者） 

第一条 地域再生法（以下「法」という。）第十七条の二十四第二項の厚生労働省令で定める者

は、認定市町村（法第五条第十六項の認定（法第七条第一項の変更の認定を含む。）を受けた

市町村（特別区を含む。）をいう。以下同じ。）が法第十七条の二十四第四項第八号の規定に基

づき生涯活躍のまち形成事業計画（同条第一項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画をい
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う。以下同じ。）に同号に掲げる事項（同号イの実施主体が同号ロの施設において行う生涯活

躍のまち一時滞在事業（同号に規定する生涯活躍のまち一時滞在事業をいう。）について旅館

業法（昭和二十三年法律第百三十八号）第三条第一項の許可を受けていない場合に限る。）を

記載しようとする場合であって、同号ロの所在地が次の各号に掲げる施設の敷地（これらの用

に供するものと決定した土地を含む。）の周囲おおむね百メートルの区域内にあるときにおい

て、次の各号に掲げる施設の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 
一 大学附置の国立学校（国（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に

規定する国立大学法人を含む。第六号において同じ。）が設置する学校（学校教育法（昭和

二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校（大学を除く。）及び幼保連携型認定こど

も園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八

年法律第七十七号）第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この項に

おいて同じ。）をいう。第三号及び第五号において同じ。）をいう。） 当該大学の学長 
二 高等専門学校（学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。以下この項において同

じ。） 当該高等専門学校の校長 
三 高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校（地方公共団体の設置する学

校をいう。以下この号において同じ。） 当該公立学校を設置する地方公共団体の教育委員

会 
四 地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園 当該幼保連携型認定こども園を設置

する地方公共団体の長 
五 高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の私立学校（私立学校法（昭和二十四年法

律第二百七十号）第三条に規定する学校法人の設置する学校をいう。） 学校教育法に定め

るその所管庁 
六 国及び地方公共団体以外の者が設置する幼保連携型認定こども園であって、指定都市（地

方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市

をいう。以下同じ。）又は中核市（同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市を

いう。以下同じ。）の区域内に所在するもの 当該指定都市又は中核市の長 
七 児童福祉施設（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第七条第一項に規定する児

童福祉施設をいい、幼保連携型認定こども園を除く。） 同法第四十六条に規定する行政庁 
八 旅館業法第三条第三項第三号の規定により都道府県（地域保健法（昭和二十二年法律第百

一号）第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区（第二十六条第二項において

「保健所設置市等」という。）にあっては、市又は特別区）の条例で定める施設 当該条例

で定める者 
２ 認定市町村は、法第十七条の二十四第八項の規定により同条第四項第四号に掲げる事項を

生涯活躍のまち形成事業計画に記載しようとする場合又は同条第十項の規定により同条第四

項第六号に掲げる事項を生涯活躍のまち形成事業計画に記載しようとする場合において、当

該認定市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要があ

ると認めるときは、法第十二条第一項に規定する地域再生協議会（以下「協議会」という。）

に、当該関係者を構成員として加えることができる。 

(3) 地域再生協議会の開催（法第 17 条の 24 第２項） 
地域再生協議会の開催に当たっては、(2)に記載する構成員に対し十分な期間をも

って参加を呼びかけることが望ましいと考えられます。 
また、地域再生協議会を組織したときは、則第 12 条に規定する手続に基づいて、

遅滞なくその旨を公表しなければならないこととされています。 

イ 地域再生推進法人による生涯活躍のまち形成事業計画の提案 
第３章の３のとおり、「生涯活躍のまち」の事業運営については、民間企業や医療法

人、社会福祉法人、大学や社会教育施設、NPO、まちづくり会社（第３セクター）など

多様な事業主体が「運営推進機能」を担うことが想定されており、この「運営推進機

能」を担う事業主体として、地域再生推進法人制度の活用が期待されます。 
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これまで、地域再生推進法人制度において、営利法人については、政令で定める要

件（株式会社にあっては地方公共団体が有する議決権の割合が３％以上であること、

持分会社にあっては社員に市町村があること）を満たすことを指定の条件としてきた

ところですが、この要件を満たさない営利法人についても、地域再生を実施する中核

的な担い手として期待がされていること等を踏まえ、平成 28 年の地域再生法改正によ

り、地方公共団体が出資していない営利法人であっても推進法人として指定すること

ができることとされています（法第 19 条）。「運営推進機能」を担う事業主体を地域再

生推進法人として指定する場合は、地域再生計画認定申請マニュアル（総論）第５章

及び地域再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱例も参照してください。 
また、認定地域再生計画に記載されている生涯活躍のまち形成事業に係る業務を行

うものとして、認定市町村に指定された地域再生推進法人は、生涯活躍のまち形成事

業計画の作成又は変更の提案を行うことができます（法第 17 条の 25 第１項）。 
提案を行う場合、地域再生推進法人は、生涯活躍のまち形成事業計画の素案に、法

人の名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書を添付して認定市町村に提出す

る必要があります（則第 44 条）。 
生涯活躍のまち形成事業計画の素案の内容は、認定地域再生計画に基づくものとな

る必要があります（法第 17 条の 25 第２項）ので、素案の作成に当たっては認定市町

村と情報交換・協議を行い、認定地域再生計画の内容と齟齬がないように作成してく

ださい。 
素案を受け取った認定市町村は、遅滞なく当該素案の採否を検討し、採用する場合

はこの素案を踏まえた生涯活躍のまち形成事業計画案を作成することとされています

（法第 17 条の 26）。素案を採用しない場合はその旨と理由を地域再生推進法人に回答

することとされています（法第 17 条の 27）。 
○地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抄） 

（地域再生推進法人による生涯活躍のまち形成事業計画の作成等の提案） 
第十七条の二十五 地域再生推進法人は、認定市町村に対し、内閣府令で定めるところにより、そ

の業務（認定地域再生計画に記載されている生涯活躍のまち形成事業に係るものに限る。）を行

うために必要な生涯活躍のまち形成事業計画の作成又は変更をすることを提案することができ

る。この場合においては、当該提案に係る生涯活躍のまち形成事業計画の素案を添えなければな

らない。 
２ 前項の規定による提案（次条及び第十七条の二十七において「生涯活躍のまち形成事業計画提

案」という。）に係る生涯活躍のまち形成事業計画の素案の内容は、認定地域再生計画に基づく

ものでなければならない。 
（生涯活躍のまち形成事業計画提案に対する認定市町村の判断等） 

第十七条の二十六 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画提案が行われたときは、遅滞なく、

生涯活躍のまち形成事業計画提案を踏まえた生涯活躍のまち形成事業計画（生涯活躍のまち形成

事業計画提案に係る生涯活躍のまち形成事業計画の素案の内容の全部又は一部を実現すること

となる生涯活躍のまち形成事業計画をいう。次条において同じ。）の作成又は変更をする必要が

あるかどうかを判断し、当該生涯活躍のまち形成事業計画の作成又は変更をする必要があると認

めるときは、その案を作成しなければならない。 
（生涯活躍のまち形成事業計画提案を踏まえた生涯活躍のまち形成事業計画の作成等をしない

場合にとるべき措置） 
第十七条の二十七 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画提案を踏まえた生涯活躍のまち形

成事業計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由

を、当該生涯活躍のまち形成事業計画提案をした地域再生推進法人に通知しなければならない。 
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○地域再生法施行規則（平成 17 年内閣府令第 53 号）（抄） 
（生涯活躍のまち形成事業計画の作成等の提案） 

第四十四条 法第十七条の二十五第一項の規定により生涯活躍のまち形成事業計画（法第十七条の

二十四第一項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画をいう。以下この条において同じ。）の作

成又は変更の提案を行おうとする地域再生推進法人は、その名称及び主たる事務所の所在地を記

載した提案書に生涯活躍のまち形成事業計画の素案を添えて、認定市町村に提出しなければなら

ない。 

ウ 他の法律の規定による計画との調和 
生涯活躍のまち形成事業計画は、高齢者居住安定確保計画、市町村介護保険事業計

画その他の法律の規定による計画であって高年齢者の居住、保健、医療又は福祉に関

する事項を定めるものとの調和が保たれたものではなければならないとされています

（法第 17 条の 24 第 17 項）。その他の法律の規定による計画には、医療計画、都道府

県の介護保険事業支援計画及び立地適正化計画が含まれます。必要に応じて都道府県

や医療、福祉、都市計画・開発許可等に関する関係部局と事前に十分な時間的余裕を

持って協議・連携を行ってください。 
○地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抄） 
（生涯活躍のまち形成事業計画の作成） 

第十七条の二十四 （略） 
17 生涯活躍のまち形成事業計画は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項

に規定する市町村高齢者居住安定確保計画、市町村介護保険事業計画その他の法律の規定に

よる計画であって高年齢者の居住、保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものとの調和が

保たれたものでなければならない。 

エ 生涯活躍のまち形成事業計画の公表 
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを

当該市町村の掲示板やホームページにおいて公表する等、不特定多数の者が閲覧する

ことができる状態で公表してください（法第 17 条の 24 第 18 項）。法第 17 条の 28 か

ら第 17条の 34までの特例を利用する場合、この公表の日から特例の効力が生じます。 

オ 生涯活躍のまち形成事業計画に係る通知 
認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画を作成したときは、当該計画が地域再

生協議会の協議や都道府県知事の同意を得るなど正式な手続を経て作成されたもので

ある旨の通知書を、関係行政機関の長、関係都道府県知事及び特例等を受ける実施主

体に対して送付してください（法第 17 条の 24 第 18 項）。 
○地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抄） 
（生涯活躍のまち形成事業計画の作成） 

第十七条の二十四 （略） 
18 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表する

とともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。 
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（参考）「生涯活躍のまち」の実現において大学に期待される役割  

○ 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究

し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし、また、その目的を実現

するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に

寄与するものとされています（学校教育法第 83 条）。 

○ 「生涯活躍のまち」の実現に向けて、中高年齢者等の「健康でアクティブな生活」を

実現する観点から、大学は、地域住民への生涯学習・学び直しの機会の提供や、大学の

人材・知見・研究成果等の活用などを行う役割が期待されます。 

具体的には、中高年齢者を主な対象とした公開講座の実施や地域医療・介護サービス

の高度化に必要な人材の輩出、大学の人材・知見・研究成果等を活用した地方公共団体

等への助言・協力などについて、地域の実情等に応じて、大学が地方公共団体や「運営

推進機能」を担う事業主体と積極的に連携していくことが求められます。 

また、大学が自らの土地等を活用し、「生涯活躍のまち」に関する事業を実施すること

についても、教育研究活動（公開講座等を含む）やその成果の普及・活用促進、教職員

や学生等への福利厚生を目的としたものであれば実施可能であり、大学が主体となって

取り組むことも可能です。 

○ 大学自体が「生涯活躍のまち」に関する事業を実施する場合はもちろん、地方公共団

体や「運営推進機能」を担う事業主体が大学と連携して取組を進める場合には、その大

学が行うことができる業務の範囲などを踏まえて検討を進めることが重要となります。 

 

図：大学と「生涯活躍のまち（日本版 CCRC）」との関わり方について 
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【参考】大学法人の業務の範囲 

◎国立大学法人の業務の範囲について 
・国立大学法人については、国立大学法人法第 22条第１項に規定される業務の
範囲内において、「生涯活躍のまち」に関する事業者と連携して行う取組に関
し、その実施に係る経費の一部を支出することは可能。 

・また、例えば、国立大学において医療・介護施設を設置することや、社会福
祉法人や医療法人等に土地を賃貸することなどについては、その大学の教育
研究活動に必要とされるものである、学生等の心身の健康等に関する相談そ
の他の援助を目的としたものであるなど、国立大学法人の業務の範囲内と整
理される場合には、行うことができる。 

◎公立大学法人の業務の範囲について 
・公立大学法人においては、地方独立行政法人法第 21条第２号・第６号に規定
される業務の範囲内において、「生涯活躍のまち」に関する事業者と連携して
行う取組に関し、その実施に係る経費の一部を支出することは可能。 

・また、例えば、公立大学において医療・介護施設を設置することや、社会福
祉法人や医療法人等に土地を賃貸することなどについては、その大学の教育
研究活動に必要とされるものである、教職員や学生の福利厚生を目的とした
ものであるなど、公立大学法人の業務の範囲内と整理される場合には、行う
ことができる。 

◎私立大学を設置する学校法人の業務の範囲について 
・私立大学においては、その大学を設置する学校法人が、私立学校法第 26条に
基づく収益事業として所轄庁の認可を受けた場合には、私立大学の教育に支
障のない範囲で教育研究を目的としない活動についても実施することができ
る。そのため、その範囲内において、私立大学が、地域のコミュニティづく
り・まちづくりの中心となって取組を進めることや、自らが医療・介護施設
を設置・運営すること、不動産業として自らが所有する土地を社会福祉法人
や医療法人に賃貸することも可能。 

・また、私立大学は、収益を目的とせず、大学の教育研究活動と密接に関連を
有する事業（付随事業）であれば、所轄庁の認可を要することなく行うこと
ができる。 

・さらに、私立大学における教育研究活動に資するものであって、教育に支障
のない範囲であれば、「生涯活躍のまち」に関する事業者に対して出資するこ
ともできる。 

 
※上記は、国立大学法人、公立大学法人及び学校法人の業務の範囲についての記載であ

り、事業を実施するに当たり、業務の範囲について不明な点がある場合は、文部科学

省にお問い合わせください。 
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（参考）関係法令 
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（参考）介護保険制度における財政調整の見直しについて 

（住所地特例について） 

○ 「生涯活躍のまち」の検討にあたり、高齢移住者に係る介護保険制度における住所地

特例拡大を求める意見があります。そもそも、介護保険においては、地域保険の考え方

から、住民票のある市町村が保険者となるのが原則ですが、その場合、介護保険施設等

の所在する市町村に給付費の負担が偏ってしまい、施設等の整備が円滑に進まないおそ

れがあるため、特例として、施設に入所する場合には、住民票を移しても、移す前の市

町村が引き続き保険者となる仕組み（住所地特例）を設けることとしています P3F

4
P。 

図：介護保険の住所地特例について 

 

（移住先自治体の財政影響に対する考え方） 

○ 「日本版 CCRC 構想有識者会議」においてもこの問題について議論を行いましたが、

住所地特例は、介護費用負担の平準化の機能を有する一方で、介護保険制度上極めて例

外的な措置であり、一般住宅まで制度を拡大することは地方公共団体間での責任の「押

し付け合い」となって、介護保険制度の安定を揺るがせる恐れがある点に十分留意する

必要があります。 

                                                 
4  地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成 26 年法律第 83
号)による介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）の改正により、平成 27 年４月から有料老人ホームに該当するサービ

ス付き高齢者向け住宅も、住所地特例の対象となった。 
また、国民健康保険・後期高齢者医療制度についても介護保険の住所地特例と同様の仕組みを設けているところ、

国民健康保険で住所地特例の適用を受けている者が 75 歳到達等により後期高齢者医療の被保険者となる場合、適用が

継続されない問題が生じている。これについて、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部

を改正する法律（平成 27 年法律第 31 号）による高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）の改正

により、後期高齢者医療制度加入時に、現に国民健康保険の住所地特例の適用を受けている被保険者は、住所地特例

が継続適用され、従前の住所地の後期高齢者医療の被保険者となるように見直したところ（平成 30 年度施行）。 
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住所地特例拡大に係る意見の真意は、高齢者の移住先自治体の保険財政を安定化させ

ることにあると考えます。今後高齢者の移住等により地域に高齢者が増加した場合であ

っても、①移住者の介護リスク、②移住による経済効果、③住所地特例、④財政調整な

どの効果により、ただちに移住先自治体の負担増につながるものではなく、できる限り

高齢者が元気な状態を保ち地域で活躍していただけるようにすることが重要です。 
図：移住先自治体の財政影響に対する考え方 

 

 



42 
 

 

 
 

  



43 
 

 

 

 

 

・第1号被保険者に占める75歳以上の
高齢者の割合、所得段階別の割合等
に応じて調整交付

第1号保険料
【65歳以上】

23％（2.4兆円）

国庫負担金【調整交付金】
5％（0.5兆円）

国庫負担金【定率分】
20％（1.9兆円）

都道府県負担金
12.5％（1.4兆円）

・第2号保険料の公費負担（0.4兆円）
協会けんぽ（国：0.1兆円 16.4%）
国保（国：0.3兆円 都道府県：0.1兆円）

・第1号・第2号保険料の割合は、
介護保険事業計画期間（3年）
ごとに、人口で按分

・施設の給付費の負担割合
国庫負担金（定率分）15％
都道府県負担金 17.5％

市町村負担金
12.5％（1.3兆円）

第2号保険料
【40～64歳】

27％（2.8兆円）

公 費 50％保険料 50％
平成２７年度から保険料の低
所得者軽減強化に別枠公費
負担の充当を行い、この部分
が公費（国・都道府県・市町
村）となる

※数値は端数処理をしているため、合計が一致しない場合がある。

（30年度予算 介護給付費：10.3兆円）
総費用ベース：11.1兆円

介護保険の財源構成と規模
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国費（定率分）
20％

都道府県負担
12.5％

市町村
負担

12.5％

２号保険料
28％

１号保険料
25％

国庫負担金25％のうち５％分を用いて、市町村間の「後期高齢者比率が高いことによる給付増」と、「被保険者の所得
水準が低いことによる収入減」を財政調整している。これにより、市町村の責によらない、市町村間の財政力の差を解消。

国費（定率分）
20％

都道府県負担
12.5％

市町村
負担

12.5％

２号保険料
28％

国費（調整交付金）
５％

１号保険料
22％

給付費全体 Ａ町 後期高齢者が多い
低所得の高齢者が多い

国費
（調整交付金）

11％

Ｂ市 後期高齢者が少ない
低所得の高齢者が少ない

国費（定率分）
20％

都道府県負担
12.5％

市町村
負担

12.5％

２号保険料
28％

１号保険料
16％

※調整交付金を多く交付し保険料を軽減 ※調整交付金を少なく交付し保険料を上昇

現行の交付基準

１．後期高齢者と前期高齢者の比率

※ 後期高齢者の構成割合が大きい→給付費が増大→調整しなければ、
保険料が上昇

２．被保険者の所得水準

前期高齢者と後期高齢者では、要介護認定を受ける割合が大きく異な
るため、市町村間の前期高齢者・後期高齢者の比率を調整
・前期高齢者（65～74歳以上）：認定率約4.4％
・後期高齢者（75歳以上） ：認定率約32.7％

高齢者の所得水準が相対的に低い市町村では、所得水準が高い市
町村に比べて、同じ所得の人であっても保険料は高くなるため、こうした
所得格差を調整。

国費
（調整交付金）

２％

見直し後の交付基準

平成30年度以降、特に年齢が高い高齢者の分布をきめ細かく反
映させるため、交付基準の年齢区分を細分化。 また、激変緩和
措置として、第７期計画期間（平成30年度～平成32年度）におい
ては、２区分と３区分を２分の１ずつ組み合わせる。

従来：２区分

①65～74歳 ②75歳以上

見直し後：３区分
①65～74歳、②75～84歳、③85歳以上

※所得水準は現行の調整方法を維持

介護保険制度における調整交付金の交付基準の見直し

第７期計画期間は
２区分と３区分を
１／２ずつ組み合
わせ
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